
約款 

第 1 条（本約款の趣旨） 

1. この約款（以下「本約款」といいます。）は、お客様が株式会社サイバーエージェント

FX （以下「弊社」といいます。）との間でインターネットを利用して行う外国為替証拠金

取引（以下、個別に行われる各取引を「個別取引」といい、総称して「本取引」といいま

す。）に関して、弊社の取引システム（以下「本システム」といいます。）によりお客様

に提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）の特徴、取引条件、仕組み及び

リスク、並びに本取引における権利義務関係に関するお客様と弊社との間の取り決めです。 

2. 外国為替証拠金取引とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済

による外国為替の売買を行う店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第 2条第 22 項に該当

する取引で、売買の目的となっている通貨の売戻し又は買戻し等をしたときは差金の授受

によって決済することができる取引）をいいます。 

第 2 条（リスク及び自己責任の原則） 

外国為替証拠金取引には外貨預金・外貨建て MMF などのお取引に比べ高度なリスクが伴い

ます。お客様は、本取引を行うにあたり、弊社から本約款及び取引説明書の交付を受けた

ことを確認し、それらの内容を十分に理解し、かつこれらを異議なく承諾して頂いた上、

外国為替証拠金取引の特徴、仕組み及びリスク、並びに本取引の特徴、取引条件を把握し、

また次の各号に掲げる本取引のリスク等を十分に理解した上で、自己の判断と責任におい

て、自己の計算により本取引を行うことに合意するものとします。 

 (1) 本取引については、取引上限がないこと 

（2）外国為替証拠金取引は、政治・経済情勢の変化及び各国政府・自主規制機関の法令等

（第 8条第 7項に定義されます。）若しくは規制等により影響を受けるおそれがあること。  

（3）システム機器、通信機器等の故障・障害等その他のシステム上の問題を原因とする不

測の事態により取引の制限が生じるおそれがあること。  

（4）外国為替市場では 24 時間常に為替レートが変動している（土日・一部の休日等を除

きます。）ことから、相場の変動等により、為替差損が発生するおそれ（価格変動リスク）

があること。また、対円取引以外については、決済が当該通貨ではなく、円貨でなされる

事から、決済時に当該通貨の為替リスクの他に円との為替リスク（コンバージョンリスク）

があること。 

（5）外国為替証拠金取引では、少額の証拠金（委託証拠金を含みます。以下同じ。）を拠

出することで多額の取引を行うことができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な

損失を生じるおそれがあること、また場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金

の額を上回るおそれがあること。 

（6）相場の変動等により、評価損が一定額を超えたときは、追加の証拠金の預託が必要と

なることがあること。  



（7）証拠金は取引に際し担保として差し入れるものであって投資元本ではないこと、及び、

預託した証拠金相当額の返還は保証されないこと。  

（8）取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合並びにカバー取引先からのレート

配信に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合に、取引の停止・中止等を行うことが

あること。  

（9）本取引では、お客様の損失の拡大を防ぐ目的で、弊社の判断又は弊社所定の方法によ

りお客様の計算において反対売買等の必要な措置を講じる場合があること、及び、かかる

措置が講じられたか否かに関わらず通貨等の価格変動又は経済指標の数値の変動等により、

多大な損失を生ずることとなるおそれがあり、当該損失の額が預託された証拠金の額を上

回ることとなるおそれがあること。  

（10）主要国の祝日や特定の時間帯において、又は、天災地変、戦争、政変、為替管理政

策の変更、同盟罷業、為替相場の異常な変動等の特殊な状況により、弊社からのレートの

提示が困難になり、お客様が保有するポジション（建玉）を決済することや新たにポジシ

ョン（建玉）を保有することが困難となるおそれ（流動性リスク）があること。  

（11）取引する通貨によっては、市場での売買高が少ないため、売戻し又は買戻しができ

ないなど、意図した取引ができないおそれがあること、及び、通貨の流動性が低下すると、

その通貨の取引ができなくなり、お客様に損失が生じるおそれがあること。  

（12）弊社が本取引に関連して取引を行う外国為替証拠金取引業者並びにカバー取引の取

引先金融機関の破綻等に起因する取引制限、又はカバー取引先の変更に伴う未決済のポジ

ション（建玉）及び預託された証拠金の移管等によりお客様に損害等が発生するおそれ（取

引先信用リスク）があること。  

（13）本取引により生じるお客様の弊社に対する債権は、弊社に対する一般の債権者と同

様に取り扱われること。  

（14）お客様と弊社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、弊社が

表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差（スプレッド）があること。  

（15）本取引に関連して発生する、通貨間の金利差調整額（スワップポイント）に関して、

各国の金利状況の動きによりお客様に損失が発生するおそれがあること。  

（16)本取引の取引手数料の額その他の取引条件の細則については、取引説明書等において、

別途弊社が定めること。  

（17）本取引の口座番号等（第 8条第 1項に定義されます。）は、盗難又は第三者への漏

洩のないよう、お客様が自己の責任で管理する必要があること、第三者がお客様の口座番

号等を利用した場合にもお客様ご本人が責任を負うこと。  

（18）本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは外国為替証拠金取引のリス

クの一部であり、すべてのリスクを網羅しているわけではないこと。  

（19）外国為替証拠金取引は、多額の損失を被る危険を伴う取引をお客様の自らの判断と

責任において行うものであるため、本約款及び取引説明書のみに依拠することなく、適宜、



自己の弁護士、税理士等の専門家の助言を得るなどしながら、お客様が自ら取引の特徴、

取引条件、仕組み及びリスクについて十分に研究し、知識、経験、財産の状況及び投資目

的等に見合った取引を行うことが肝要であること。  

第 3 条（機器等の環境） 

1. 本取引は口座開設から決済までを主としてインターネットを通じた非対面取引により

行うものであり、本取引を行うためには、お客様は単独でパソコンでの基本操作を行うこ

とができることが必要です。 

2. 本システムの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本システムを利用するために必要な

機器、回線、設備及びソフトウエア等（以下「機器等」といいます。）をお客様の責任及

び費用負担において準備し、維持するものとします。  

3. 本システムの規格変更その他の理由により、お客様の使用している機器等が本システム

に対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本

システムに対応した機器等を準備するものとします。 

第 4 条（定義） 

1. 「取引証拠金」とは、個別取引の担保として弊社に予め預託することが必要な担保金を

いい、その具体的な金額その他の事項は取引説明書において定められるものとします。 

 

2. 「反対売買」とは、未決済のポジション（建玉）の売戻し又は買戻しをすることをいい

ます。  

3. 「必要情報」とは、本取引を行うに際して必要があると弊社が定める情報（電子メール

アドレス及び第 6条第 2項に定める適格要件の充足に関する情報を含みます。）をいいま

す。  

4. 「約定」とは、お客様の注文に従って、売買取引が成立することをいいます。  

5. 「有効証拠金額」とは、お客様が預託した証拠金から評価損益を差し引いた金額のこと

で、以下に定める計算式で算出されます。 
 ・有効証拠金＝資産±確定損益±未確定損益 

 



6. 「ロスカットルール」とは、お客様の損失拡大を防ぐため、弊社所定の方法により強制

的にお客様の保有する全てのポジション（建玉）を反対売買して決済する制度のことをい

います。 

第 5 条（法令等の遵守） 

お客様及び弊社は、本取引にあたり「外国為替及び外国貿易法」、「金融商品取引法」そ

の他の関係法令を遵守するものとします。 

第 6 条（口座の開設及び取引の適格要件） 

1. お客様は、本取引を行うことを目的として、弊社所定の手続（本人確認の手続等を含み

ます。）に従い外国為替証拠金取引口座（以下「本口座」といいます。）の開設の申込み

を行うものとします。 

  

2. 本口座の開設及び個別取引の実施にあたっては、当該時点において、お客様が外国為替

証拠金取引の特徴、仕組み及びリスク、並びに、本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリ

スク等について、本約款及び取引説明書を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾して

いること及び以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 

（個人のお客様の場合） 

（１）弊社の説明書等に基づき英語で表示された取引画面等の UI（User Interface）及び一

部英語表記で作成された取引マニュアル等を理解できる十分な能力を有すること。 

（２）ご自身の判断と責任により外国為替証拠金取引を行うことができること。 

（３）弊社から電子メール又は電話で常時連絡を取ることができること。  

（４）ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。 

（５）契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面

その他の金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は

電磁的方法によりご承諾頂けること。  

（６）日本国内に居住する 20 才以上の行為能力を有する個人であること。 

（７）本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 

（８）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に

利用するために本取引を行わないこと、又は反社会的勢力（法令その他の事情を鑑み、弊

社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。）の一員でないこと。 

（９）お客様が弊社より払い戻す金銭の受取口座（振込先銀行口座）は、国内に存する金

融機関のうちから弊社が指定する金融機関に開設することに同意頂けること。 



（10）外国為替証拠金取引業者に勤務していないこと。 

（11）本取引のリスクに見合った十分な知識、経験、財産等を有すること。 

（12）その他弊社の定める基準を満たしていること。 

 

（法人のお客様の場合） 

（１）取引担当者は、弊社の説明書等に基づき英語で表示された取引画面等の UI（User 
Interface）及び一部英語表記で作成された取引マニュアル等を理解できる十分な能力を有

すること。 

（２）日本国内で本店若しくは支店が登記されている法人であること。 

（３）商業登記上の本店若しくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。 

（４）取引および取引に付随する行為について権限を有する個人（以下「取引担当者」）を

選任すること。また、取引担当者は、弊社が定める基準を満たしていること。なお、

弊社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。 

・取引担当者は 1口座につき 1名。 

・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。 

・法人代表者に代わり弊社との取引について、責任及び権限があること。 

・日本国内に居住する 20 才以上の行為能力を有する個人であること。 

・口座名義人である法人に籍があること。 

（５）取引担当者の判断と責任により外国為替証拠金取引を行うことができること。 

（６）弊社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。 

（７）取引担当者の電子メールアドレスをお持ちであること。 

（８）契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面

その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電

磁的方法によりご承諾頂けること。 

（９）本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。 

（10）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に

利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと、又は反社会的勢力の一員でないこと。 

（11）お客様が弊社より払い戻す金銭の受取口座（振込先銀行口座）は、国内に存する金

融機関のうちから弊社が指定する金融機関に開設することにご同意頂けること。 

（12）金融商品取引業者でないこと。 

（13）その他弊社が定める基準を満たしていること。 

 

第 7 条（本取引に関する注意事項） 

1. 法人口座における取引は、原則、取引担当者の指示によるものとします。 

（１） 弊社からのメール、お電話等によるご連絡は取引担当者の方に差し上げます。 



（２） 取引担当者と連絡が取れない場合は、口座名義人である法人代表者にご連絡させて

頂きます。 

2. 本取引に関して行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。

本口座は、お客様お一人様につき、一口座とさせていただきます。 

3. 本口座の開設又は個別取引の諾否は、弊社が弊社の審査基準（第 6条第 2項に定める適

格要件を含みます。）に基づき判定するものとし、お客様は弊社が本口座の開設又は個別

取引を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、弊社は、かかる審査基

準を開示しないものとします。また、判定の結果弊社が本口座の開設又は個別取引をお断

りした場合であっても、弊社は、その理由については開示しないものとします。  

4. 本口座を開設したお客様が、第 6条第 2項に定められる適格要件を満たさなくなった場

合には、直ちに弊社に対して通知するものとします。 

第 8 条（口座の名義） 

1. 第 6 条に基づき弊社がお客様の本口座の開設を承諾した場合、弊社は、お客様に対して

書面により本口座の口座番号及びパスワード（お客様が申込み時に指定したもの）（以下

「口座番号等」といいます。）を通知します。お客様は個別取引の開始時に口座番号等を

入力し、入力された情報が、弊社が書面により通知した口座番号等と一致した場合にのみ、

個別取引を開始することができます。なお、お客様は、生年月日、電話番号、同一数字等

の他人から推測されやすい番号をパスワードに指定することは避けるとともに、お客様の

管理上の必要に応じ、一定期間毎又は不定期に、お客様の責任で、弊社所定の方法により

変更するものとします。 

2. 前項に基づき弊社が通知した口座番号等を使用できるのはお客様ご本人に限ることと

し、これらを共同で使用し又は他人に貸与若しくは譲渡することはできません。また、お

客様は、自ら行うか第三者を通じて行うかにかかわらず、弊社に届け出た名義以外の名義

により本口座に対して入金することはできないものとします。 

3. お客様は、自己の判断と責任において、自己の計算により本取引を行うものとし、第三

者から委託を受けて又は第三者に委託して本取引を行うことはできないものとします。 

4. お客様が前二項の規定に違反すると弊社が合理的に認めた場合には、弊社は、お客様の

口座を停止又は解約することができ、お客様はこれに異議を述べないものとします。また、

弊社が口座番号等の使用状況や入金者に関する事項等についてお客様に対して情報提供を

求めた場合には、お客様は合理的な範囲でこれに応じるものとします。 

5. お客様は、口座番号等が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しな

ければならず、お客様の口座番号等により、第三者が行ったすべての取引についての責任



はお客様ご本人が負担するものとします。また、第三者がお客様の口座番号等を使用して

本取引を行うことによりお客様に生じた損害について、弊社は、故意又は重大な過失がな

い限り、一切の責任を負担しないものとします。さらに、お客様が、第三者にお客様の口

座番号等を使用させたことに関して弊社に損害等が生じた場合には、お客様は、弊社に対

して、かかる損害等を賠償、補償又は補填するものします。 

6. 本口座の開設の申込みに際して、お客様は弊社に対して正確な必要情報を提供するもの

とし、また申込み時にお客様が提供した必要情報に変更が生じた場合には、お客様は直ち

に弊社に対して通知するものとします。お客様が申込み時に事実と異なる必要情報を提供

した場合、又は必要情報の変更にも関わらずお客様が弊社に対して変更の通知をしなかっ

た場合には、これらに起因してお客様に生じた一切の責任はお客様が負担するものとし、

弊社は、故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。 

7. お客様が、本取引を行うことは、法律、政令、規則その他の法令（以下「法令等」とい

います。）、行政機関の規則・ガイドラインその他規制等、自主規制機関の規制等及び定

款その他の社内規則（お客様が法人の場合）に違反せず、また本取引のために必要な法令

上の手続（許認可の取得、司法・行政機関等への報告・届出等を含みます。）及び社内手

続（お客様が法人の場合）はそのすべてが履践されているものとし、これらに違反したこ

とによりお客様又は弊社に生じた一切の損害はお客様が負担するものとします。 

第 9 条（本取引の取引条件、本サービスの範囲）  

1. 本取引の取引条件及び本サービスの範囲は、取引説明書において定めるものとします。  

2. 弊社は、本取引の取引条件、本サービスの範囲を実質的に変更する場合には、変更する

旨及びその内容を、弊社の運営する Web サイト（以下単に「Web サイト」といいます。）

において、お客様に公表した上で、変更するものとします。  

3. 個別取引ごとの具体的な取引の種類、取引対象通貨等、期限、取引の件数又は数量、約

定数値、売買の別、その他の事項は、第 12 条に従ったお客様の注文に基づき、決定される

ものとします。 

  

第 10 条（本サービス提供の一時停止）  

弊社は、本システムの機器等の瑕疵若しくは障害（以下「システム障害」といいます。）

又は補修等やむを得ない事由がある場合には、予告なく、本サービスの全部又は一部の提

供を一時停止することができるものとします。  



第 11 条（証拠金）  

1. お客様は、個別取引を行うにあたり、個別取引によって生じるお客様の一切の債務を担

保するために、弊社に対して、当該個別取引にかかる取引証拠金の金額以上の証拠金を弊

社の定める方法により本口座に予め預託するものとします。  

 

2．証拠金は、お客様の振込みの完了時点ではなく、本システムがその入金を合理的に認識

しうる時点をもって預託されたものとします。 

 

3. 本約款に定めるほか、証拠金の金額、入出金手続その他の証拠金に関する取り扱いにつ

いては取引説明書に定めるところによるものとします。 

4. お客様から証拠金の返還請求がなされた場合において、お客様のポジション（建玉）の

保有状況、経済情勢その他事由より、この返還請求に応じた場合にお客様がロスカットル

ールの発動に至る可能性が高いと弊社が合理的に認める場合には、弊社はこの返還請求を

拒否できるものとします。 

5. お客様が預託された証拠金には、利息が付されないものとします。  

 

第 12 条（注文及び注文の有効期限） 

1. お客様は、本取引を行うにあたり、本システムに従い、取引対象通貨、数量及び約定数

値等の注文事項を明らかにした上で、注文を行うものとします。本取引に係る注文は本シ

ステムに従ってのみ行うことができるものとします。 

 

2.前項にもかかわらず、災害その他の事由に基づき客観的にお客様が本システムを使用で

きない状況が発生し、かつ弊社が必要と認めた場合には、お客様は、電話、FAX、電子メー

ルなどのうち別途弊社が指定する方法により、注文を行うことができるものとします。 

3. 本取引の注文の有効期限は、取引説明書に記載のとおりとします。 

第 13 条（注文の受付）  

1. お客様が本システムを利用して弊社へ発注する注文は、お客様が Web サイトにおいて

注文を入力し、確認の入力を行った後、弊社がその入力内容を受け付けた時点で完了する

ものとします。  



2. 前項にもかかわらず、システム障害等の理由により弊社が本システムを運営できない状

況が発生した場合には、電話、FAX、電子メールその他手段を問わず、別途弊社が認める場

合以外の注文の受付は一切行わないものとします。 

第 14 条（注文の取消等）  

1. ロスカット執行中を除き、お客様が本システムを利用して弊社に指示した注文は、当該

注文が約定されていない限り、取消又は撤回すること（以下「取消等」といいます。）がで

きるものとします。（ただし、ステータスが「Active Partial」の場合においては未約定分の

注文に限られます）。かかる取消等は、弊社が取消等する旨の入力内容を受け付けた時点で

効力を発生するものとし、効力発生までに注文の約定が行われた場合には、注文の約定が

優先するものとします。 

2. お客様の注文は、約定前（執行中を除く）かつ弊社が訂正を認める場合に限り、その内

容を訂正できるものとします。 

第 15 条（注文の受注）  

1. お客様が本システムを利用して弊社に対して注文を行ったとしても、次に掲げる事項の

いずれかに該当する場合、弊社は、お客様のポジション（建玉）を決済するために必要な

反対売買の注文以外、すべての注文の受注を行わないものとします。  

 

(1) 本口座に入金されている証拠金が当該注文の取引証拠金の金額に満たない場合。  

(2) お客様の注文が本約款等に反する場合。  

(3) お客様が第 6条第 2項に定める適格要件を満たされなくなった場合。  

2. お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定され、又は約定

されなかった場合、弊社は一切責任を負わないものとします。 

第 16 条（注文等の照会）  

お客様が本システムを利用して行った取引の内容は、本システムを利用して Web サイト上

の取引画面（以下「取引画面」といいます。）にて照会できるものとし、お客様は自己の

責任により、取引画面において、本取引の管理を行うものとします。  

第 17 条（取引手数料）  

お客様が本システムを利用して注文を行い、かつ当該注文が約定された場合（ロスカット

ルールに基づく強制決済を含みます。）、弊社は、弊社所定の取引手数料を申し受けるも

のとします。取引手数料の額、徴収方法その他の取引手数料に関する取り扱いについては、



取引説明書に定めるところによるものとします。 

 

第 18 条（ロスカットルール）  

1. お客様の有効証拠金額が弊社所定の割合を下回った場合、弊社はロスカットルールを発

動し、お客様に通知することなく、弊社所定の方法において当該ポジション（建玉）の反

対売買をし、決済することができるものとします。 

2. ロスカットルールの具体的内容、発動基準その他の取り扱いについては取引説明書に定

めるところによるものとします。 

 

第 19 条（強制決済）  

1. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと弊社が認めた場合には、弊社か

ら通知、催告等を要せず、弊社は当該時点においてお客様が保有するポジション（建玉）

につき、強制的に反対売買等をし、決済を行うことができるものとします。  

 

（1）支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清

算開始又はこれらに類似する手続の申立があったとき。  

（2）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。  

（3）お客様の弊社に対する本取引に係る債権その他お客様の弊社に対する一切の債権（有

効証拠金の返還請求権を含みます。）のいずれかについて仮差押、仮処分、差押、競売手

続、滞納処分その他これらに類似の事実（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又

は類する事由を含みます。）が発生したとき、又はこれらの申立、処分若しくは通知を受

ける可能性のある事由が生じたとき。  

（4）本取引に係る債務に関してお客様が弊社に対して差し入れている担保の目的物（本口

座内の金銭を含みます。）について仮差押、仮処分、差押、競売手続、滞納処分その他こ

れらに類似の事実（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由を含みま

す。）が発生したとき、又はこれらの申立、処分若しくは通知を受ける可能性のある事由

が生じたとき。 

（5）住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所

在が不明となったとき、又は弊社による電話等による連絡が不可能であると弊社が判断し

たとき。  

（6）海外に居住することとなったとき。  

（7）死亡したとき。 

（8）心身機能の重度な低下等により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。  



（9）地震その他の天災等の緊急事態が生じた場合において、弊社が合理的と判断したとき。 

（10）お客様が弊社の業務に重大な支障をきたすと弊社が認める行為を行ったとき。  

 

2. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと弊社が認めた場合には、弊社は

まずお客様に対して注文期限を定めて反対売買等をする旨の請求をすることができ、弊社

よりかかる請求があった場合には、お客様は、弊社の指定する注文期限までに、当該時点

において保有するポジション（建玉）について反対売買等をし、決済しなければなりませ

ん。但し、かかる注文期限までに、お客様が反対売買等の注文を行わないときは、弊社は、

お客様への事前連絡やお客様の承諾を要することなく、任意に、当該ポジション（建玉）

の反対売買等をし、決済することができるものとします。  

 

（1）口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。  

（2）お客様の弊社に対する本取引に係る債務又はその他一切の弊社に対する債務のいずれ

かについて一部でも履行を遅滞したとき。  

（3）弊社の Web サイトの運営若しくは弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす

おそれのある行為を行ったと弊社が認めた場合。  

（4）お客様の弊社に対する債務（但し、本取引に係る債務を除きます。）について差し入

れている担保の目的物について仮差押、仮処分、差押、競売手続、滞納処分その他これら

に類似の事実（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由を含みます。）

が発生したとき、又はこれらの申立、処分若しくは通知を受ける可能性のある事由を生じ

たとき。 

（5）レート又はレートの配信を操作する、若しくは本システムでは通常実行できないよう

な取引を行う等、本システムに対する不当行為により不適正な取引を行ったと弊社が認め

た場合。 

（6）お客様が本約款その他弊社が本取引に関して定める規定のうちいずれかの条項の一部

でも違反したとき。  

（8）お客様の合計資産が 0円を下回った（マイナスになった）場合で、弊社の要請にも関

わらずお客様がただちに入金もしくは保有するポジションを決済する等により当該合計資

産を 0円以上の状態にしないとき。 

（9）前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。  

3. 第 1 項各号のいずれかの事由が発生したと弊社が認めた場合には、お客様は、弊社に対

するすべての本取引に係る債務について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して債

務を弁済するものとします。 



4. お客様について、第 2項各号の事由のいずれかが生じたと弊社が認めた場合には、弊社

の請求により、お客様は、弊社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を

失い、直ちに弊社に対して債務を弁済するものとします。  

5. 第 1 項又は第 2項に基づく反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の

損失が生じた場合には、お客様は弊社に対して、当該損失と預託された証拠金の差額に相

当する金銭を直ちに支払うものとします。  

第 20 条（差引計算）  

1. 前条第 3項又は第 4項の規定に基づきお客様が弊社に対する債務の期限の利益を喪失し

た場合、弊社は、お客様が本取引に関して弊社に対して負担する一切の債務と弊社のお客

様に対する一切の債務（前条第 1項又は第 2項に基づく決済後の本口座内の金銭の返還債

務を含みます。）を、相殺できるものします。  

2. 前項の相殺の場合には、弊社は事前の通知その他の手続を省略し、お客様に代わり、本

口座内の金銭の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。  

3. 前二項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、そ

の期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、弊社の定める利率によるも

のとし、また、債権及び債務の支払通貨が異なるときには弊社の指定する通貨にて差引計

算を行うものとし、通貨を換算する場合には弊社の指定する為替レートを適用するものと

します。  

4. 本条に基づく差引計算を行ってもなお残債務がある場合には、お客様は、弊社に対して、

直ちに弁済を行うものとします。 

第 21 条（担保及び占有物の処分）  

お客様が本取引に関して弊社に対して負担する債務を本約款により定められる期限までに

履行しないときは、弊社は、お客様が弊社に対して差し入れている証拠金その他の担保及

び弊社が占有するお客様の外国通貨その他の財物について、お客様への通知、催告等を要

せず、かつ法令上の手続きによらないで、任意に処分できるものとし、その処分により得

られた金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序に関わらず弊社が指定する順序及

び方法により、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。なお、外国通

貨を処分する場合、その評価額は、外国為替相場の実勢レートに従い弊社が指定するレー

トに基づき円貨にて評価されるものとします。また、当該弁済充当を行ってなお残債務が

ある場合には、お客様は、弊社に対して、直ちに弁済を行うものとします。 

 



第 22 条（充当の指定）  

弊社に対する債務の弁済又は第 20 条の差引計算が行われる場合で、お客様の弁済額又は差

引計算の対象となるお客様の債権が、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないとき

は、弊社は、法令の順序に関わらず弊社が指定する順序及び方法によりお客様の債務の弁

済に充当することができるものとします。  

第 23 条（遅延損害金の支払い）  

お客様が弊社と行う本取引に関し、弊社に対する債務の履行を怠ったときは、弊社は、履

行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6％の割合による遅延損害金を申し受けることが

できるものとします。  

第 24 条（債権譲渡等の禁止）  

お客様が弊社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができな

いものとします。  

第 25 条（報告）  

お客様は、第 19 条第 1項及び第 2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、弊社に対

して、直ちに直接書面をもってその旨の報告をするものとします。 

第 26 条（届出事項の変更） 

弊社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、印鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他

弊社が定める事項に変更があったときは、お客様は、弊社に対し直ちに弊社所定の方法を

もってその旨の届出をするものとします。 

第 27 条（報告書等の作成及び提出）  

1. お客様は、お客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告

することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、弊社がかかる報告をすることを

異議なく承諾するものとします。この場合、お客様は、弊社の指示に応じて、当該報告書

その他の書類の作成に協力するものとします。  

2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害

については、弊社に故意又は重大な過失がない限り、弊社は免責されるものとします。 

第 28 条（ポジション（建玉）の制限）  

弊社は、法令等、行政機関からの規制等、自主規制機関の規制等、経済情勢、その他合理

的な事情により、お客様が保有することのできるポジション（建玉）の上限を制限するこ

とができます。 



第 29 条（免責事項）  

1. 次に掲げる損害については、弊社は、当該損害の原因について故意又は重大な過失がな

い限り免責されることとします。  

（1）天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は相場の急変等の事由により、外国為

替証拠金取引の注文執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったこと

により生じた損害。 

（2）外国為替市場の閉鎖又は規則の変更等の事由により、お客様の外国為替証拠金取引に

係る注文に弊社が応じ得ないことにより生じた損害。  

（3）各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃又は自主規制機関

の規制等の新設・改廃により生じた損害。  

（4）電信、インターネット又は郵便の誤謬又は遅延等の事由（インターネット回線の混雑

を含みます。）により生じた損害。  

（5）法令等、本約款に従って弊社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行った

ことに起因又は関連して生じた損害。 

（6）お客様の口座番号等をお客様ご自身が入力したか否かに関わらず、予め弊社に登録さ

れている口座番号等との一致を弊社が確認して行った取引により生じた損害。  

（7）お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障・誤作動、弊社のコン

ピューターシステムやソフトウェアの故障・誤作動、市場関係者や第三者が提供するシス

テム・オンライン・ソフトウェアの故障・誤作動等その他取引に関係する一切のコンピュ

ーターのハードウェア・ソフトウェア・システム・オンラインの故障や誤作動により生じ

た損害。  

（8）お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定され、又は約

定されなかったことにより生じた損害。  

（9）本サービスによりお客様に提供された情報が正確性を欠いていたことにより生じた損

害。なお、かかる事由には、カウンターパーティからの異常レートの配信、又はシステム

の故障その他の原因により、弊社 Web サイトに表示される高値若しくは安値の誤表示など

を含みますが、これらに限られません。 

（11）お客様が本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者（弊社

の顧客を含む）への提供、営業目的での利用、加工又は再配信等お客様の取引目的以外の

目的で利用したことに関連して生じた損害。 

（12）国内の金融機関の休日又は弊社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ない

ことにより生じた損害。  

（13）国内の金融機関の休日又は弊社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延

したことにより生じた損害。  

（14）本約款に弊社が免責される旨又はお客様が責任を負う旨が定められた損害。  

（15）その他弊社の責めによらない事由により生じた損害。  



 

2. 相場急変動等によるカウンターパーティーからの異常レートの配信、システムの故障そ

の他弊社の故意又は重大な過失に基づかない原因により取引レートの誤表示（弊社の Web

サイトに表示される高値若しくは安値の表示又は円評価に関するレートの誤表示を含みま

す。）が発生した場合には、弊社は、当該レートに基づく一切の取引又は円評価等を取り

消すことができるものとし、その損害について弊社は免責されるものとします。 
 また、相場急変動等によるカウンターパーティーからのレート配信の停止又は異常レー

トの配信、システムの故障その他弊社の故意又は重大な過失に基づかない原因により取引

レート配信の停止が発生した場合も同様に、その損害について弊社は免責されるものとし

ます。 

 

3. システムの故障その他の事由により本システムに障害が発生した場合、弊社は、取引画

面での表示その他の方法により、お客様に対して注意事項等の通知又は公表を行うことが

あります。お客様は、これらの弊社による通知・公表に十分に留意した上で、本取引を行

うものとします。 

第 30 条（本口座の停止又は解約）  

1. 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第 19 条第 1項、第 2項に掲げる事項のい

ずれかに該当したときは、本口座は停止されることとなり、本口座での取引は出来なくな

ります。（但し、不足金の対処、引き出し等は除きます。）  

 

（1）お客様が弊社に対し外国為替証拠金取引の本口座の停止の申し入れをしたとき。  

（2）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が本口座の停止を通告したとき。  

（3）第 38 条に定める本約款及び取引説明書の変更にお客様が同意しないとき。  

（4）お客様が本約款第 6条第 2項に定める適格要件を欠く状態になったと弊社が合理的に

判断した場合。 

（5）前各号のほか、やむを得ない事由により、弊社が取引を継続することが不適切である

と認めた場合。  

2. 次の各号のいずれかに該当したときは、本口座は解約されることとします。  

 

（1）お客様が弊社に対し外国為替証拠金取引の本口座の解約の申し入れをしたとき。  

（2）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が本口座の解約を通告したとき。  

（3）一定期間にわたり本口座の停止が継続した場合。 

（4）お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある

取引に利用するために外国為替証拠金取引を行っている、又は反社会的勢力の一員である

と弊社が合理的に判断した場合。 



（5）お客様が弊社が通知した口座番号等を、共同で使用し、又は他人に貸与若しくは譲渡

した場合。 

（6）お客様が本約款第 6条第 2項に定める適格要件を欠き又は欠く状態になったと弊社が

合理的に判断した場合。 

（7）前各号のほか、やむを得ない事由により、弊社が本口座を存置することが不適切であ

ると認めた場合。 

3. 本口座が停止される場合又は解約される場合において、お客様が弊社と行う本取引のポ

ジション（建玉）が残存するとき又はお客様の弊社に対する債務が残存するときは、残存

するポジション（建玉）を、お客様の計算において反対売買等により決済した上で、本約

款第 20 条及び第 22 条に定めるところに従い、弊社とお客様の間の債権債務を清算するも

のとします。なお、かかる清算を行っても残債務が残る場合には、お客様は弊社に対して、

直ちに弁済を行うものとします。  

4. 前項の場合に、発生した諸費用はお客様が負担するものとし、お客様はその都度弊社に

対して支払うものとします。  

5. 前二項に基づく清算の後、本口座内に余剰の金銭が残存している場合には、弊社は、お

客様に対して当該金銭を返還するものとします。  

6. 第 1 項に基づき本口座が停止された場合、お客様が本口座の停止解除を申し出たとき

には、弊社が本口座の停止を解除することが相当であると判断した場合に、弊社所定の方

法に従い本口座の停止が解除されるものとします。  

 

7.本契約の終了（終了の事由を問わず、期間満了も含む。）に関わらず、第 24 条、第 27

条、第 35 条、第 36 条及び第 37 条の効力は存続するものとします。 

 

第 31 条（通知の効力）  

1. 本約款における弊社からお客様に対する通知については、本約款に別段の定めがある場

合を除き、弊社が運営する Web サイト上の情報閲覧サービスその他のサービスにおいて、

通知の内容を確認できる状態にすることをもって、通知したものとみなします。  

2. お客様の届け出た住所、事務所の所在地又はお客様のメールアドレス宛てに弊社により

なされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他弊社の責めに帰さない事由により、

延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなし

ます。  



第 32 条（取引報告書等について）  

弊社は、原則として取引画面（携帯端末は除きます。）において閲覧可能な PDF 等、電磁

的方法による交付サービスにより、お客様のお取引成立後、遅滞なく取引明細、保有ポジ

ション（建玉）明細、残高明細等を記載した取引報告書等を発行するものとします。 

第 33 条（取引内容の確認）  

本システムを利用しての注文内容等について、お客様と弊社との間で疑義が生じたときは、

本システムに保存されている記録内容（お客様が Web サイトにおいて入力したデータ等を

含みます。）をもって解決するものとします。  

第 34 条(個人情報の取り扱い)  

弊社によるお客様の個人情報の取り扱い、利用目的等については、弊社が別途お客様に交

付する書面にて通知し又は弊社が Web サイトにて別途公表するところに従うものとしま

す。 

第 35 条（取得情報の個人利用）  

お客様は、本システムを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的

のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工又は再配

信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。  

第 36 条（適用される法律）  

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。 

第 37 条（合意管轄）  

お客様と弊社との間の本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除

き、弊社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとしま

す。 

第 38 条（本約款の変更）  

本約款は、法令等の新設・改廃、行政機関・自主規制機関の規制等の新設・改廃又は監督

官庁の指示により、又はその他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改

訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する又はお客様に新たな義務を課すものであると

きは、弊社は、原則として弊社の運営する Web サイトにおける情報通信の方法により、お

客様から当該変更について同意を頂くものとします。この場合、お客様は、原則として Web

サイトにて当該変更に同意いただいた場合に限り、本約款の改訂後も本取引を継続できる

ものとします。なお、弊社は、かかる同意を頂いた後、お客様のご要望に応じ、書面にて

新たな約款を送付するものとします。 



第 39 条（その他）  

本約款に定めのない事項又は本約款の履行若しくは解釈につき疑義を生じた場合は、関係

法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。  

以上  

 

 


